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「消防活動阻害性を有するおそれのある物質」の調査方法 

 
毒物及び劇物指定の変更が行われた場合、「消防活動阻害物質の指定基準に関する調査検

討委員会（平成６年度）」（下表参照）の指定基準を基に、消防法上の危険物以外の物品につ

いて検討を行う。 

 

 なお、今年度についても昨年度と同様に、毒物及び劇物への新たな指定及び除外される物

質に関する「毒物及び劇物指定令」の一部改正が行われる予定である。そこで、当該指定令

を所管する厚生労働省から改正案が提示された段階で、２回目の検討会を行うこととする。 

 

【消防活動阻害物質（毒物及び劇物）に関する指定要件】 

指 定 要 件 細     目 

① 常温で人体に有害な気

体であるもの又は有害

な蒸気を発生するもの 

○「常温」とは、温度２０℃をいう。 

 

○「有害な」とは、危険な吸入毒性を有することをいう。 

 

○「有害な蒸気を発生するもの」とは、液体（１気圧にお

いて、温度２０℃で液状であるもの又は温度２０℃を超

え４０℃以下の間において液状となるものをいう。）であ

るもの又は空気中の水分等と反応して、危険な吸入毒性

を有する気体を発生する固体（気体及び液体以外のもの

をいう。）であるものをいう。 

② 加熱されることにより

人体に有害な蒸気を発

生するもの 

○「加熱されること」とは、火災時における温度上昇をい

う。 

 

○「有害な蒸気を発生するもの」とは、固体であって、融

解若しくは昇華するもの又は分解により危険な吸入毒性

を有する気体を発生するものをいう。 

③ 水又は酸と反応して人

体に有害な気体を発生

するもの 

○「有害な気体を発生するもの」とは、固体であって、危

険な吸入毒性を有する気体を発生するものをいう。 

④ 注水又は熱気流により

人体に有害な粉体が煙

状に拡散するもの 

○「粉体」とは、流通する形状が粉粒状（目開きが２mmの

網ふるいを通過する量が１０％以上であるもの）である

ものをいう。 
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【消防活動阻害物質（毒物及び劇物）に関する指定要件】の判断基準（案） 

 

① 常温で人体に有害な気体であるもの又は有害な蒸気を発生するもの 

吸入毒性によって毒劇物に指定された物質は、①の危険性を有するものとする。 

② 加熱されることにより人体に有害な蒸気を発生するもの 

有害な蒸気の発生量を実験（文献により明らかな場合は文献値）により求め、その発生

量から毒物劇物の判定基準と比較し、吸入毒性が同程度以上であるかを確認する。（下表） 

③ 水又は酸と反応して人体に有害な気体を発生するもの 

有害な気体の発生量を実験（文献により明らかな場合は文献値）により求め、その発生

量から毒物劇物の判定基準と比較し、吸入毒性が同程度以上であるかを確認する。（下表） 

 

 

表 毒物劇物の判定基準と比較し、同程度以上であるかの確認方法 

確 認 方 法 計 算 例 

当該物質１mol から生成した有害な気体により、

LC50となる空間体積が 9,780〔ℓ〕以上かどうか。 

 

毒物劇物の判定基準より、吸入毒性（ガス）による指定

の要件は LC50 が 2,500ppm(4hr)以下である。これは物質

1mol が 9,780〔ℓ〕以上の空間を、LC50 とできるというこ

とを意味している。 

24.45〔ℓ/mol〕/2,500ppm＝9,780〔ℓ〕 

 

 

水との反応により、物質Ａ

1mol から有害気体Ｂ（Ｍ＝27、

LC50＝50ppm）が 3g 発生した場

合に、LC50とできる空間体積は、 

 

3［g］/27［g］×24.45［ℓ］

/50ppm≒54,333［ℓ］ 

 

54,333［ℓ］＞9,780［ℓ］ 

 

→ ③の指定要件を有する。 

※補足事項 

  

１ 有害な気体が複数種類発生した場合、各気体の LC50 となる空間体積を合計し、混合気体

１mol 当たり 9,780〔ℓ〕以上となるかを確認する。 

 

２ 有害な蒸気が発生した場合は、下記の式により換算を行う（別添参照）。 

 

 ppmV ≒ mg/L × 1000 × 24.45/分子量（１気圧、25℃で換算した場合） 

 

３ ４時間以外の LC50は、下記の式により推定する（別添参照）。 

 

   LC50(4hr) ≒ LC50(Ahr)√A / 2 

※「政府向け GHSガイダンス」（平成 27年３月 経済産業省、厚生労働省、環境省、消

費者庁、消防庁、外務省、農林水産省、国土交通省）から参照 

 

 

 


